
介護保険の給付対象分

介護保険基本報酬 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

Ⅰ利用料金（円/３０日） 3,438 6,948 10,423 15,318 22,283 24,593 27,117

介護保険加算給付対象分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

★　初期加算

★　認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）

Ⅱ　総合マネジメント加算

Ⅲ　サービス提供体制強化加算Ⅱ

Ⅳ　処遇改善加算Ⅰ

Ⅴ　特定処遇改善加算Ⅰ

Ⅵ　ベースアップ等支援加算

① 自 己 1 割 負 担 額
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ+Ⅵ）

5,856 9,905 13,912 19,557 27,591 30,254 34,087

① 自 己 2 割 負 担 額
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ+Ⅵ）

11,712 19,809 27,823 39,114 55,181 60,508 66,547

① 自 己 3 割 負 担 額
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ+Ⅵ）

17,568 29,714 41,735 58,671 82,771 90,762 99,820

介護保険対象外の利用料金

Ⅵ　宿泊費（１回あたり）

Ⅶ　食　費（１日あたり）

Ⅷ　身の回り品・おむつ代等

Ⅸ 教養娯楽費（趣味活動や行事
に参加された場合）

Ⅹ　洗濯代

Ⅺ　写真代

※上記金額には、初期加算・認知症加算は含まれていません。
※若年性認知症利用者受入加算が生じたときには別途加算になります。

※介護職員等ベースアップ等支援加算は、新型コロナウイルスの克服と超高齢社会を迎えるにあたり、人材確保を図るための加算で
す。１ヶ月にご利用になった総単位数に1.7％を乗じた金額です。

30（単位/日）

10.2%

1.5%

※金沢市の地域区分の単位数は1単位10.17円です。
※介護保険の負担割合は、所得によって１割負担、２割負担、3割負担の方がいらっしゃいます。

1枚50円

※処遇改善加算Ⅰ（介護職員の定着を図るための加算）は１ヶ月にご利用になった総単位数に10.2%、特定処遇改善加算（リー
ダー格の介護職員の定着を図るための加算）は1ヶ月にご利用になった総単位数に1.5％を乗じた金額です。

※初期加算について・・ご利用開始から30日に限り、1日３０単位、30日で９００単位算定いたします。

2､300円

朝食代２００円　　昼食代６００円　　　おやつ代100円　　　夕食代４００円

実費相当

1回150円

実費相当

※認知症加算について・・認知症高齢者の日常生活自立度に応じて算定いたします。

1,000（単位/月）

640（単位/月）

1.7%

令和4年10月1日

要介護区分要支援区分

認知症加算Ⅰ 800（単位/月）・認知症加算Ⅱ 500（単位/月）

小規模多機能 黒田 サービス利用料金表


